
Ｎｏ．３４（継続） 

（岩倉北学区） 

 

要望事項 （優先順位 ４） 

岩倉村松町の生活道路の安全確保及び保全について 

 

要  旨 

村松町からレストタウン町内会に抜ける生活道路の一部が私道になっています。そ

の私道の南側に約４～５メートル下に民家があります。 

道路の南側のガードレールの基礎部分は，石垣の天端より下に埋め込まれておら

ず，盛土の下にガードレールの基礎が乗っているため，隙間ができ，そこから雨水が

入り込み基礎の下の土が流れています。南側に落下するのは時間の問題です。昨年に

は，私道所有者による撤去作業がされましたが，その後は，工事がされていません。

そのため，人，自転車の通り抜けはできますが，車の通行ができません。ご存知のと

おり，この間には急斜地指定地が２か所あります。避難通路の確保のためにも早期対

策をお願いします。 

 

 

 回 答 

（左京区役所） 

御承知のとおり，当該道路は，私道（建築基準法上の位置指定道路）であり，道路

管理者は民間の所有者です。 

 東京高等裁判所の判例（昭和４９年１１月２６日）でも，「五号道路（位置指定道

路）はあくまでも私道であるから，その維持・管理は敷地所有者等関係私権利者に委

ねられているのであって，基準法，道路交通法などに特別の定めがあるほかは，その

維持・管理について国または地方公共団体その他行政庁による干渉を受けることはな

い」（抜粋）とされており，本市には私道の管理や通行に関する権限がありません。  

しかしながら，地域において動きがあった場合には，関係機関と連携し，問題の解

決に向けて支援してまいりたいと考えておりますので，御理解いただきますようお願

いいたします。 

また，本市には，私道の舗装新設工事や舗装補修工事を実施する際に，標準工事費

の７５％の助成を行う私道整備助成制度がございます。助成を受けるためには一定の

要件がございますので，本制度の活用を検討される場合は，事前に左京土木事務所ま

で御相談いただきますようお願いいたします。 

 

 

※ 位置指定道路とは 

建築基準法第４２条第１項第５号の規定により，土地を建築物の敷地として利用す

るため，「土地所有者が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路」のこ

と。つまり，住宅等を建設するために，土地所有者が築造した私道で，京都市長が指

定したもの。 

 


